
Health Care
　
手
足
の
血
行
促
進
、
む
く
み
解
消
に
つ

な
が
り
ま
す
。
寒
い
季
節
の
起
床
時
に
お

す
す
め
‼ 

こ
こ
が
ポ
イ
ン
ト

○
な
る
べ
く
手
足
の
力
を
抜
い
て
、
手
首

や
足
首
を
揺
す
る
と
効
果
的
で
す
。

○
次
回
広
報
紙
発
行
ま
で
続
け
て
、
身
体

の
変
化
を
感
じ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

協
力
・
監
修

　
Ｍ
Ｅ
Ｔ
Ｓ
・
や
ま
と

＋
10（
プ
ラ
ス
テ
ン
）と
は

　
今
よ
り
10
分
多
く
か
ら
だ
を
動
か
す
こ

と
。
＋
10
に
よ
り
、
高
血
圧
症
な
ど
の
生

活
習
慣
病
、
が
ん
、
う
つ
、
認
知
症
な
ど

の
予
防
・
改
善
が
期
待
で
き
ま
す
。

　

今
年
度
の
け
ん
診
の
受
診
期
限
が
近
づ

い
て
い
ま
す
。
早
め
に
け
ん
診
を
受
け
ま

し
ょ
う
。
受
診
に
は
、
各
受
診
券
（
昨
年

５
月
送
付
）
が
必
要
で
す
。
受
診
券
を
紛

失
し
た
場
合
は
、
再
発
行
で
き
ま
す
。
健

康
相
談
電
話
（
☎
59
２
１
５
５
）
に
連
絡

し
て
く
だ
さ
い
。（
土
・
日
曜
日
、
祝
日

を
除
く
８
時
30
分
か
ら
17
時
15
分
ま
で
）

申
し
込
み

　

各
医
療
機
関
へ
直
接
申
し
込
ん
で
く
だ

さ
い
。

じっとしている時間を減らそう
 VOL.10

いつでも だれでも 

+10（プラステン）

問い合わせ
　保健医療課　☎59-2153

毎月、＋10のヒントとなる簡単体操などをご紹
介します。
今月は「らくらく寝転がってできる体操①
～手足ブラブラ体操～」です。

１． あおむけになり、足を肩幅に開き、
両手は体の脇に置く。

２． 両手、両足を天井に向けてあげ
る。手首、膝を軽く曲げ、手足全
体をぶらぶらと小刻みに揺らす。

３．５～ 10秒程度行う。

今年度のけん診は

2月28日㊏まで
特定健診・後期高齢者健診
がん検診・肝炎ウイルス検診

問い合わせ
　保健医療課
　☎59-2153

医療機関名 ところ 電話番号 一般・
特定

胃がん
内視鏡

大腸
がん 肝炎 子宮頸

け い

がん
乳

がん

山下ケアクリニック 新町 1-2-7 54-0852 ● ● ●

しまだファミリークリニック 油見 3-12-7 53-3022 ● ● ●

こうろ皮ふ科 立戸 2-6-26 52-1112 ●

坪井クリニック 本町 1-1-18 52-8337 ● ● ● ●

シルククリニック 本町 1-5-6 52-3313 ● ● ● ●

大和橋医院 本町 2-9-4 52-3059 ● ● ●

本町医院 本町 2-15-17 52-4427 ● ● ●

村井内科クリニック 南栄 1-6-15 52-8138 ● ● ●

おおえ内科クリニック 晴海 1-4-13 35-5552 ● ● ● ●

阿多田診療所 阿多田 403-2 53-7061 ● ● ●

佐川内科医院 玖波 2-4-2 57-2233 ● ● ● ●

広島西医療センター ※ 玖波 4-1-1 57-7151
● ● ● ● ● ●

受け付けは午前中のみ

※広島西医療センターでの「大腸がん検診」「肝炎ウイルス検診」は、市の特定・後期・一般健診
と同時に実施する場合のみ受診できます。

身
体
が
ポ
カ
ポ
カ

温
ま
る
よ

Health Care
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
と
は
？

　

１
年
間
（
毎
年
８
月
１
日
〜
翌
年
７
月

31
日
）
の
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
両
方

の
自
己
負
担
額
を
合
計
し
て
、
自
己
負
担

限
度
額
（
世
帯
単
位
）
を
超
え
た
金
額
が

支
給
さ
れ
る
制
度
で
す
。
各
限
度
額
に
応

じ
て
按あ

ん

分ぶ
ん

さ
れ
、
保
険
者
ご
と
に
次
の
区

分
で
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
高
額
介
護
合
算
療
養
費
：
医
療
保
険
か

ら
給
付

○

高
額
医
療
合
算
介
護
（
予
防
）
サ
ー
ビ

ス
費
：
介
護
保
険
か
ら
給
付

申
請
手
続
き

　

令
和
７
年
７
月
31
日
時
点
で
加
入
し
て

い
る
医
療
保
険
者
か
ら
対
象
者
に
申
請
案

内
が
届
き
ま
す
。
保
健
医
療
課
ま
た
は
各

支
所
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

　
２
月
中
旬
以
降
に
市
か
ら
送
付

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る

　

１
月
中
旬
以
降
に
県
後
期
高
齢
者
医
療

広
域
連
合
か
ら
送
付

ど
こ
か
ら
送
ら
れ
て
く
る
の
か

○

国
民
健
康
保
険　
市

○

後
期
高
齢
者
医
療
保
険　

県
後
期
高
齢

者
医
療
広
域
連
合

い
つ
ご
ろ
送
ら
れ
て
く
る
の
か

○

１
月
〜
10
月
受
診
分

　
１
月
末
〜
２
月
上
旬

○
11
月
〜
12
月
受
診
分

　
３
月
上
旬
〜
中
旬

11
月
〜
12
月
分
は
領
収
書
か
ら
記
載

　

医
療
費
通
知
を
確
定
申
告
の
時
に
添
付

す
れ
ば
、
医
療
費
控
除
の
明
細
書
の
記
入

を
一
部
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

加
入
の
保
険
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合

　

対
象
期
間
の
令
和
６
年
８
月
１
日
か
ら

令
和
７
年
７
月
31
日
の
間
で
、
市
外
か
ら

転
入
し
た
方
や
、
国
民
健
康
保
険
か
ら
後

期
高
齢
者
医
療
保
険
に
移
行
し
た
方
な

ど
、
加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
や
介
護
保

険
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
案
内
が
届
か

な
く
て
も
支
給
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
。
対
象
期
間
の
領
収
書
な
ど
で
、

申
請
対
象
と
な
る
か
を
確
認
し
、
令
和
７

年
７
月
31
日
時
点
に
加
入
し
て
い
る
医
療

保
険
者
に
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

た
だ
し
、
11
月
〜
12
月
受
診
分
は
、
確

定
申
告
の
時
期
に
間
に
合
い
ま
せ
ん
。
11

月
〜
12
月
受
診
分
の
領
収
書
の
金
額
を
も

と
に
、
医
療
費
控
除
の
明
細
書
を
作
成
し
、

添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

※
医
療
費
の
領
収
書
は
５
年
間
保
存

※
医
療
費
通
知
は
、
広
島
県
外
の
医
療
機

関
を
受
診
す
る
と
、
医
療
機
関
名
な
ど
が

「
○
○
県
」
と
い
う
表
示
に
な
る
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
は
、
医
療
費
控
除

の
明
細
書
に
補
記
す
る
必
要
が
あ
り
ま

す
。
不
明
な
点
が
あ
れ
ば
税
務
署
な
ど
に

問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

医
療
と
介
護
の

自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
っ
た
と
き

―
自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
分
を
支
給
―

　
　
　
　

問
い
合
わ
せ　

保
健
医
療
課　

☎
59
２
１
４
１

国
保
・
後
期
高
齢
者
医
療
保
険

確
定
申
告
で
使
え
る
医
療
費
通
知
―

　
　
　

問
い
合
わ
せ　

保
健
医
療
課　

☎
59
２
１
４
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　

税
務
課　

☎
59
２
１
２
８

　
　
　
　
　
　
　
　
　

廿
日
市
税
務
署　

☎ 

０
８
２
９-

32-

１
２
１
７

自己負担限度額（年額・世帯単位）
同一世帯内の医療保険加入者の自己負担額。ただし、高額療養費
などの支給を受けたものを除きます。

70歳未満の方（年額・令和６年８月～令和７年７月）

区　　　　分
自己負担限度額

（年額・世帯単位）
医療保険＋介護保険

年間所得901万円超 ア 212万円
年間所得600万円超901万円以下 イ 141万円
年間所得210万円超600万円以下 ウ 67万円
年間所得210万円以下 エ 60万円
住民税非課税世帯 オ 34万円

70歳以上の人（年額・令和６年８月～令和７年７月）

区　　　　分
自己負担限度額

（年額・世帯単位）
医療保険＋介護保険

住民税
課税世帯

現役並み所得者Ⅲ 212万円
現役並み所得者Ⅱ 141万円
現役並み所得者Ⅰ 67万円
一　　般 56万円

住民税
非課税世帯

低所得者Ⅱ 31万円
低所得者Ⅰ 19万円

※自己負担限度額の区分は、毎年７月31日現在の医療保険を適用します。
※医療保険・介護保険のどちらかの自己負担額が０円の場合や、自己負
担限度額を超えた合算額が500円以下の場合は支給されません。
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国 保 通 信

ご
利
用
の
流
れ

　
居
宅
療
養
管
理
指
導
を
利
用
し
た
い

場
合
は
、
ま
ず
主
治
医
や
担
当
の
ケ
ア

マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。
医

師
、
歯
科
医
師
の
訪
問
指
示
書
に
基
づ

い
て
、
訪
問
可
能
な
薬
局
の
薬
剤
師
が

伺
い
ま
す
。

　
大
竹
市
内
の
多
く
の
薬
局
で
は
在
宅

訪
問
に
対
応
し
て
お
り
、
訪
問
日
や
時

間
は
ご
自
宅
の
都
合
に
合
わ
せ
て
調
整

可
能
で
す
。
体
調
や
薬
の
こ
と
で
困
っ

た
こ
と
が
あ
れ
ば
、
か
か
り
つ
け
薬
局

に
お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

地
域
で
支
え
る
安
心
の
暮
ら
し

　
薬
局
は
地
域
に
根
ざ
し
た
「
身
近
な

医
療
・
介
護
相
談
の
窓
口
」
で
す
。
薬

に
関
す
る
相
談
は
も
ち
ろ
ん
、
体
調
の

不
安
や
介
護
の
悩
み
な
ど
、
些
細
な
こ

と
で
も
気
軽
に
相
談
で
き
る
存
在
で
あ

り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
大
竹
市
薬
剤
師
会
は
、
医
療・介
護・

福
祉
の
各
機
関
と
連
携
し
、
誰
も
が
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
ま
ち
づ
く
り
に
取
り

組
ん
で
い
ま
す
。
薬
局
に
よ
る
居
宅
療

養
管
理
指
導
は
、
そ
の
活
動
の
中
で
重

要
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。

　
住
み
慣
れ
た
家
で
、
自
分
ら
し
く
穏

や
か
に
暮
ら
し
続
け
る
た
め
に
地
域
の

薬
局
が
、
こ
れ
か
ら
も
皆
さ
ま
の
健
康

と
笑
顔
を
支
え
て
い
き
ま
す
。

わ
る
専
門
職
に
情
報
を
共
有
し
、
よ
り

質
の
高
い
医
療
を
提
供
し
ま
す
。

⑤
ご
家
族
の
不
安
解
消
と
負
担
軽
減

　
在
宅
で
療
養
さ
れ
て
い
る
患
者
様
の

服
薬
管
理
は
、
介
護
を
担
う
ご
家
族
の

大
き
な
負
担
と
な
り
ま
す
。「
認
知
症

が
あ
り
適
切
に
服
薬
で
き
な
い
」「
親

が
独
居
で
暮
ら
し
て
い
る
た
め
薬
が
飲

め
て
い
る
か
不
安
」
な
ど
、
各
家
庭
で

不
安
の
内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
薬
剤

師
が
訪
問
し
専
門
的
な
管
理
を
担
う
こ

と
で
、
ご
家
族
の
精
神
的
な
不
安
を
解

消
し
、
介
護
負
担
を
軽
減
し
ま
す
。

【服薬支援ロボット】高齢者や認知症の方の薬の飲み忘れ、飲み過ぎ、
飲み間違いを防止するための機器。設定した時間に音声や画面で服
薬を知らせてくれます。

ここから薬が
出てきます。

は
じ
め
に

　
高
齢
化
が
進
む
中
、「
病
院
で
は
な
く
、

住
み
慣
れ
た
自
宅
で
療
養
し
た
い
」
と

い
う
方
が
増
え
て
い
ま
す
。
大
竹
市
で

も
、
医
療
と
介
護
、
地
域
が
協
力
し
て

支
え
る
「
地
域
包
括
ケ
ア
」
の
体
制
づ

く
り
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
中

で
、
薬
局
が
担
う
大
切
な
役
割
の
一
つ

が
「
居
宅
療
養
管
理
指
導
（
き
ょ
た
く

り
ょ
う
よ
う
か
ん
り
し
ど
う
）」
で
す
。

「
居
宅
療
養
管
理
指
導
」
と
は
？ 

　
「
居
宅
療
養
管
理
指
導
」
と
は
、
病

気
や
け
が
な
ど
で
通
院
が
困
難
な
方
の

ご
自
宅
や
入
居
施
設
に
、
医
師
や
歯
科

医
師
の
指
示
に
基
づ
き
、
薬
剤
師
が
訪

問
し
、
薬
に
関
す
る
管
理
や
指
導
を
行

う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。こ
の
サ
ー
ビ
ス
は
、

介
護
保
険
（
要
介
護
・
要
支
援
認
定
を

受
け
て
い
る
方
）ま
た
は
医
療
保
険（
在

宅
で
療
養
中
の
方
）
が
適
用
さ
れ
る
公

的
な
制
度
で
あ
り
、
自
己
負
担
割
合
に

応
じ
た
費
用
で
利
用
で
き
ま
す
。

薬
剤
師
が
行
う

５
つ
の
専
門
的
な
サ
ポ
ー
ト

　
訪
問
し
た
薬
剤
師
は
、
薬
を
お
届
け

す
る
だ
け
で
な
く
、
患
者
様
の
生
活
環

境
に
合
わ
せ
た
き
め
細
や
か
な
サ
ポ
ー

ト
を
提
供
し
ま
す
。

①
正
し
い
服
薬
方
法
の
確
認
と
指
導

　
処
方
さ
れ
た
薬
が
、
用
法
・
用
量
を

守
っ
て
正
し
く
飲
め
て
い
る
か
を

チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
飲
み
忘
れ
や
飲
み

間
違
い
を
防
ぐ
た
め
、
１
回
分
を
１
袋

に
ま
と
め
る
一
包
化
や
、
お
薬
カ
レ
ン

ダ
ー
の
活
用
な
ど
、
飲
み
や
す
い
工
夫

を
提
案
し
実
行
し
ま
す
。

②
副
作
用
・
体
調
変
化
の
早
期
発
見

　
薬
に
よ
る
副
作
用
（
め
ま
い
、
吐
き

気
、
食
欲
不
振
な
ど
）
が
出
て
い
な
い

か
、
体
調
に
変
化
が
な
い
か
を
細
か
く

聞
き
取
り
、
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
異
常

を
発
見
し
た
際
は
、
す
ぐ
に
か
か
り
つ

け
医
へ
情
報
提
供
・
相
談
を
行
い
、
健

康
被
害
を
未
然
に
防
ぎ
ま
す
。

③
服
薬
管
理
と
残
薬
調
整

　
飲
み
忘
れ
た
薬
（
残
薬
）
が
な
い
か

を
確
認
し
、
整
理
・
適
正
に
管
理
す
る

指
導
を
行
い
ま
す
。
残
薬
の
解
消
は
、

誤
飲
の
防
止
や
医
療
費
の
適
正
化
に
も

繋
が
り
ま
す
。

　
ま
た
、
実
際
の
食
事
時
間
や
睡
眠
時

間
、
活
動
状
況
を
確
認
で
き
る
た
め
、

患
者
様
の
生
活
リ
ズ
ム
に
合
っ
た
無
理

の
な
い
服
薬
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
提
案
で

き
ま
す
。
飲
み
薬
だ
け
で
な
く
、湿
布
、

塗
り
薬
、
点
眼
薬
な
ど
の
保
管
方
法
や

使
用
期
限
も
チ
ェ
ッ
ク
し
、
正
し
い
使

い
方
を
指
導
し
ま
す
。

④
多
職
種
連
携
に
よ
る
チ
ー
ム
ケ
ア

　
薬
剤
師
が
訪
問
で
得
た
患
者
様
の
体

調
や
薬
の
服
薬
状
況
に
関
す
る
情
報

を
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
看
護
師
、
ケ

ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
な
ど
、
在
宅
医
療
に
関
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居宅療養管理指導について
～住み慣れた家で自分らしく暮らし続けるために～

大竹市薬剤師会　河村 真徳さん

医師会、薬剤師会の先生方
からの健康よろず話を、２
回にわたって紹介します。
今回は薬剤師会の河村真
徳さんに伺いました。

問い合わせ
　保健医療課　☎59-2141
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